
参
院
選
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

表
面
上
の
争
点

は
、

年
金
や
消
費
税
増
税
、

改
憲
な
ど
だ
ろ
う

が
、

今
こ
の
国
で
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、

も
っ

と
ず
っ
と
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、

国
会
議
員
が
国
民
を

「侮
る
」
言
動
で
あ
る
。

前

回
二
〇
一
七
年
の
衆
院
選
以
降
、

多
く
の
国
会
議

員
が
、

数
々
の
問
題
発
言
や
身
勝
手
な
政
策
で
主

権
者
た
る
国
民
を
見
下
し
て
き
た
。

選
挙
中
は
、

国
民
に
奉
仕
す
る
か
の
よ
う
な
甘
言
を
弄
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、

決
し
て
だ
ま
さ
れ
て
は
い
け
な

い
。

「有
権
者
を
な
め
る
な
い
」

（榊
原
崇
仁
、

安
藤
恭
子
）

街
頭
演
説
を
聞
く
有
権
者
ら
川
４
日
、

東
京
都
内
で

先
月

二
十
四
日
の
参
院
本
会

議
。

安
倍
晋
三
首
相
の
問
責
決

議
案
の
審
議
で
自
民
党
の
三
原

じ

ゅ
ん
子
参
院
議
員
が

こ
う
訴

え
た
。

「
安
倍
首
相
に
感
謝
こ

そ
す
れ
、

問
責
決
議
案
を
提
出

す
る
な
ど
愚
か
者
の
所
業
」
。

同
党

の
二
階
俊
博
幹
事
長
は
同

二
十
九
日
、

参
院
選
候
補
も
出

席
し
た
会
合
で

「
選
挙
を

一
生

懸
命
や

っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に

予
算
を
付
け
る
」
。

支
持
者
以

外
の
有
権
者
な
ど
、

い
な
い
も

同
然
な
の
か
。

二
人
の
言
葉
か

ら
は

「
わ
れ
ら
の
総
裁
は
無
条

件
に
あ
り
が
た
い
存
在
」

「
国

民
の
税
金
は
わ
れ
ら
の
思
う
ま

ま
卜
と
の
お
ご
り
が
に
じ
む
。

差
別
発
言
も
目
立

っ
た
。

杉

田
水
脈
衆
院
議
員

（
自
民
）
は

昨
夏
、

性
的
少
数
者
は

「
『
生

産
性
』
が
な
い
」
と
月
刊
誌

ヘ

寄

稿
。

山

本

幸

三

衆

院

議

員

（
同
）
は

ア
フ
リ
カ
支
援

に
熱

心
な
議
員
の
会
合
で

「
何

で
あ

ん
な
黒
い
の
が
好
き
な
ん
だ
」

と
く
さ
し
た
。

社
会
的
弱
者
も

軽
ん
じ
る
。

昨
年
二
月
の
参
院

予
算
委
員
会
の
公
聴
会
で
、

渡

辺
美
樹
参
院
議
員

（
同
）
は
過

労
死
家
族
を
前
に

「
働
く
こ
と

が
悪
い
よ
う
に
聞

こ
え
る
。

週

休
七
日
が
人
間
に
と

っ
て
幸
せ

な
の
か
」
と
発
言
。

今
春
、

桜

田
義

孝

五

輪

相

（
当

時
、

自

民
）
は

「
（
同
僚
議
員
は
）
復

興
以
上
に
大
事
」
と
述

べ
た
。

過
大
な
防
衛
負
担
を
負
わ
さ

れ
た
沖
縄
県
民
、

戦
争
の
犠
牲

者
に
さ
え
配
慮
が
な
い
。

昨
年

一
月
、

沖
縄
県
で
相
次
い
だ
米

軍

ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
の
不
時
着
を

巡

っ
て

「
何

人

が

死

ん

だ

ん

だ
」
と
衆
院
本
会
議
で
や
じ
を

飛
ば
し
た
の
が
松
本
文
明
内
閣

府
副
大
臣

（
当
時
、

自
民
）
。

今
年
五
月
、

丸
山
穂
高
衆
院
議

員

（当
時
は
日
本
維
新
の
会
）

は
、

北

方

領

上

の

元

島

民

に

・

「
戦
争
で
こ
の
島
を
取
り
返
す

の
は
賛
成
で
す
か
」
と
迫

っ
た
。

政
権
中
枢
か
ら
も
定
期
的
に

ひ
ど
い
言
動
が
飛
び
出
す
。

麻
生
太
郎
副
総
理
は
森
友
学

園

の
公
文
書
改
ざ
ん
問
題
で
原

因
を
問
わ
れ
る
と

「
そ
れ
が
分

か
り

ゃ
苦
労
せ
ん
」
と
ま
る
で

人

ご
と
。

財
務
事
務
次
官

の
セ

ク

ハ
ラ
疑
惑
で
は
当
初
、

「
は

め
ら
れ
た
と
の
意
見
も
あ
る
」

と
次
官
を
か
ば

っ
た
。

先
月
、

金
融
庁
審
議
会
の
報
告
書

の
公

表
後
、

「
百
歳
ま
で
生
き
る
前

提
で
退
職
金
を
計
算
し
た
こ
と

あ

る

か

？
」

と

「
上

か

ら

目

線
」

で
語

っ
た

の
に
、

「
年

金

以
外
に
二
千
万
円
必
要
」
が
問

題
視
さ
れ
る
と

「
政
府
の
ス
タ

ン

ス

と

違

う
」

と

態

度

を

一

変
。

も
は
や
失
笑
も
で
き
な
い
。

安
倍
首
相
は
沖
縄
県
名
護
市

辺
野
古
の
新
基
地
建
設
で
、

土

砂
投
入
現
場
と
違
う
区
域

の
サ

ン
ゴ
を
わ
ず
か
に
移
植
し
た
だ

け
な
の
に

「
サ
ン
ゴ
は
移
し
て

い
る
」
と
胸
を
張
り
、

建
設
に

反
対
す
る
大
多
数
の
県
民
の
感

情
を
逆
な
で
し
た
。

先
月
末
の

二
十
力
国

・
地
域
首
脳
会
議
の

夕
食
会
で
も
、

大
阪
城
の
復
元

時
に

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
し

た
の
は

「
大
き
な
ミ
ス
」
と
評

し
、

障
害
者
ら
が
反
発
し
た
。

失
言
以
上
に
問
題
な
の
が
、

都
合
の
悪
い
議
論
を
避
け
る
態

度
。

共
産
党

の
富
裕
層

へ
の
課

税
強
化
な
ど
に
よ
る
年
金
底
上

げ
提
案
を
首
相
は

「
ば
か
げ
た

政
策
」
と
愚
弄
。

動
画
サ
イ
ト
の

党
首
討
論
会
で
選
択
的
夫
婦
別

姓
の
是
非
を
問
わ
れ
る
と

「
経

済
成
長
と
関
わ
り
は
な
い
」
と

意

味

不

明

の
回

答

に
終

始

し

た
。

背
後
で
、

膨
大
な
有
権
者
が

議
論
を
聞
き
た
が

っ
て
い
る
こ

と
な
ど
、

完
全
に
無
視
だ
。



(第3種郵便物認可)

た
法
案
を
見
て
も
、

有
権
者
は

な
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
最
た

る
も
の
が
、
こ
の
人
口
減
少
時

代
に
、

あ
え
て
参
院
定
数
を
六

増
す
る
公
職
選
挙
法
の
改
正

だ
。

昨
年
七
月
に
自
民
、

公
明

な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
。

こ

の
参
院
選
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

参
院
の
定
数
増
は
、

沖
縄
の

本
土
復
帰
に
向
け
て
選
挙
区
を

設
け
た
一
九
七
〇
年
以
来
で
、

事
実
上
初
め
て
。

「鳥
取
・
島

根
」

「徳
島
・
高
知
」
の
合
区

を
維
持
す
る
一
方
、

比
例
代
表

の
定
数
を

「特
定
枠
」
と
し
て

四
増
や
す
。

埼
玉
の
定
数
も
六

か
ら
八
に
増
や
す
。

「
一
票
の
格
差
」
是
正
を
理

由
と
し
て
い
る
が
、

「特
定
枠

の
新
設
は
、

い
か
に
も
筋
が
悪

い
」
と
、

薬
師
寺
克
行
・
東
洋

大
教
授

（現
代
日
本
政
治
）
は

述
べ
る
。

特
定
枠
の
候
補
は
、

得
票
が
少
な
く
て
も
優
先
的
に

当
選
で
き
る
一
方
、

選
挙
事
務

所
の
設
置
や
個
人
演
説
会
な
ど

の
運
動
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

点
に
着
目
し
、
こ
う
疑
間
を
呈

す
る
。　

ズ
ロ区
に
よ
っ
て
候
補

者
を
出
せ
な
い
県
に
配
慮
し
た

露
骨
な
救
済
策
で
、

自
民
党
の

利
益
誘
導
に
す
ぎ
な
い
。

選
挙

運
動
を
禁
じ
ら
れ
た
候
補
者
が

特
定
枠
で
当
選
し
て
も
、

有
権

者
は
こ
の
候
補
者
が
い
か
な
る

人
物
か
知
り
よ
う
も
な
い
。

民

主
主
義
的
な
選
挙
を
否
定
し
、

有
権
者
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
」

昨
年
七
月
の
通
常
国
会
で

は
、

カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ

ゾ
ー
ト
施
設

（
Ｉ
Ｒ
）
整
備
法

案
が
、

「
ギ

ャ
ン
ブ
ル
依
存
症

へ
の
懸
念
が
払
拭
さ
れ
な
い
」

と
し
て
野
党
が
反
対
す
る
中
、

強
行
採
決
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
の
法
案

が
審
議
さ
れ
た
昨
年
七
月
、

日

本
は
九
州
か
ら
岐
阜
県
ま
で
の

広
い
範
囲
で

「
西
日
本
豪
雨
」

の
被
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。

気
象
庁
は

「
数
十
年
に

一
度
の

大
雨
」
を
警
告
す
る
特
別
警
報

を
発
出
。

河
川
氾
濫
、

土
砂
災

害
が
多
発
し
、

死
者
は

二
百
人

を
超
え
た
。

水
害
対
応
の
ど
さ

参 院 予 算 委 の 統 計 不 正 問 題 な ど の 集 中 審 議 に 臨 む
(右か ら )茂 木経 済再 生相 、麻生財務 相 、安 倍首 相

参 院本会議 で 、野党 に
責寸し 「町じを 矢回り な さ
い Jと 発言 する 自民 党
の三原 じゆん子議 員

「選挙で微慢政治家退場を」
は
、

戦
後
あ
り
ま
せ
ん
」

私
た
ち
有
権
者
は
、

侮
ら
れ

っ
ぱ
な
し
で
い
い
は
ず
が
な

い
。

「洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

お
ご
れ
る
政
治
は
久
し
か
ら

ず
。

あ
き
ら
め
た
り
絶
望
し
た

り
せ
ず
、

参
院
選
で
は
、

ま
じ

め
で
謙
虚
、
／国
民
に
尽
く
す
候

補
者
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

傲

慢
な
政
治
家
に
は
、

退
場
い
た

だ
く
し
か
な
い
。

ば
か
に
さ
れ

続
け
た
野
党
議
員
に
は
、

も
っ

と
強
い
怒
り
を
も
っ
て
戦
っ
て

も
ら
い
た
い
」

ど
ん
な
政
策
よ
り
も
、

健

全
な
民
主
主
義
の
維
持
は
優

先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

主

権
者
を
見
下
す
議
員
や
政
党

は
、
こ
の
点
で
失
格
だ
。

有

権
者
は
問
題
議
員
の
多
さ
に

あ
き
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が

棄
権
は
絶
対
ダ
メ
。

そ
れ
も

民
主
主
義
の
破
壊
に
つ
な
が

る
。

気
に
入
ら
な
く
て
も
、

対
抗
候
補
や
対
抗
政
党
に
一

票
を
投
じ
よ
う
。

　

（典
）
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衆 院 内閣委 で 、堅
議 員 の質 問 tご自盾
ら声を上 tずる 自厚
の杉 田水脈議 員

く
さ
に
紛
れ
、

国
民
の
間
で
も

強
く
問
題
視
さ
れ
て
い
た
法
案

が
可
決
さ
れ
た
形
だ
。

か
と
い

っ
て
、

災
害
対
応
が

万
全
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

自
民
党
議
員
は
総
裁
選
を
に
ら

み
、

豪
雨
初
期
の
夜
、

議
員
宿

舎
で

「
赤
坂
自
民
亭
」
な
る
宴

会
を
開
催
。

参
加
議
員
が
安
倍

首
相
を
囲
ん
で
酒
に
興
じ
る
笑

顔
の
写
真
を
ツ
イ

ツ
タ
ー
に
投

稿
し
、

「
被
災
者
軽
視
」
と
批

判
さ
れ
た
。

法
案
成
立
の
た
め
、

誤

っ
た

デ
ー
タ
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た

こ
と
も
あ

っ
た
。

裁
量
労
働
制

拡
大
を
巡
る
議
論
だ
。

「
裁
量

労
働
制
で
働
く
方
の
労
働
時
間

は
、

平
均
的
な
方
で
比

べ
れ
ば

一
般
労
働
者
よ
り
も
短
い
と
い

う
デ
ー
タ
も
あ
る
」
。

安
倍
首

相
が
こ
う
答
弁
し
た
の
は
昨
年

一
月
の
衆
院
予
算
委
員
会
。

厚

生
労
働
省
の
二
〇

一
三
年
の
調

査
に
よ
れ
ば
、　

一
般
労
働
者
の

一
日
の
労
働
時
間
は
、

残
業
分

を
含
め

「
九
時
間
三
十
七
分
」
、

裁
量
労
働
制
で
働
く
人
は

「九

時
間
十
六
分
」
だ
っ
た
。

こ
れ
が

「不
自
然
」
と
追
及

さ
れ
、

調
べ
直
し
た
と
こ
ろ
、

一
般
労
働
者
の
デ
ー
タ
は

「
一

カ
月
で
残
業
が
最
も
長
い
日
」

の
間
き
取
り
結
果
と
分
か
っ

た
。

安
倍
首
相
は
答
弁
を
撤

回
、

裁
量
制
拡
大
も
法
案
か
ら

削
除
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
国

民
を
ば
か
に
し
た
話
は
な
い
。

一
七
年
十
月
の
総
選
挙
か
ら

一
年
半
余
り
。

繰
り
返
さ
れ
る

有
権
者
へ
の

「侮
り
」
を
ど
う

捉
え
る
べ
き
か
。

政
治
評
論
家
の
森
田
実
氏

は
、

三
原
議
員
の

「愚
か
者
」

発
言
を

「と
ん
で
も
な
い
」
と

一
喝
す
る
。

「野
党
議
員
の
み

な
ら
ず
、

そ
の
後
ろ
の
有
権
者

ご
と
、

三
原
議
員
は
罵
倒
し
た

わ
け
で
す
。　

一
強
政
権
の
下

で
、

多
く
の
国
会
議
員
が
礼
節

や
品
格
を
失
い
、

下
品
な
パ
フ

オ
ー
マ
ン
ス
、

傲
慢
、

ご
ま
す

り
、

肘
度
が
阪
屋
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
上
か
ら
目
線
の
政
権


